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平成 22 年度（社）全国木材組合連合会事業報告 

 

平成 23 年 3 月 11 日に、我が国史上最大の東日本大震災が発生し未曾有の大災害を

受けました。犠牲者の方々にご冥福をお祈り申し上げ、また多くの被災者、被災地域

そして受災された林業木材関係者の皆様方に心からのお見舞いを申し上げます。 

平成 22 年の我が国の経済動向は、円高、デフレ等による景気低迷、厳しい雇用情

勢が続きました。新設住宅着工戸数は前年を上回ったものの 81 万 3 千戸と低水準に

とどまりました。国は平成 22 年 9 月 10 日に「新成長戦略実現に向けた 3段構えの経

済対策」を閣議決定し、「円高等に対する緊急的対応」、「景気・雇用動向を踏まえた

機動的対応」として補正予算等を講じました。平成 22 年 10 月には「公共建築物等へ

の木材の利用の推進に関する法律」が施行され、同年 11 月には林野庁は森林・林業

再生プランの実現に向けた改革の姿を明らかにしました。林業･木材産業は、昨年秋

以降に木材・国産材の需要が上向き傾向に転じたものの、依然として厳しい事業環境

にありました。 

東日本大震災は、わが国の経済社会に極めて深刻な事態を招き、国を挙げて復旧・

復興の取組みが緊急かつ最大の課題となっています。木材業界は復旧・復興資材とし

ての木材を安定的に供給していくことが不可欠であります。経済・景気動向は厳しい

局面となっていますが、国等による復旧・復興対策、景気対策、さらに業界の最大限

の木材利用促進努力などにより、大震災地域の復旧・復興、景気の維持回復、そして

木材産業の再興が一日も早く実現できることを強く期待するものであります。 

 

平成 22 年度の全木連活動を顧みますと、 

第一は、東日本大震災の発生とその緊急的対応です。震災直後に全木連「東日本大震

災対策本部」を設置し、被害状況の把握とともに仮設住宅、救援・復旧のための支

援要請、木材需給の安定化促進などに取組み、また金融・中小企業支援対策などの

情報提供等に努めました。平成 23 年度においても、会員とともに被災地域、被災木

材事業者等の復旧・復興等に向けた諸活動に取り組むこととしています。 

 

第二に、木材利用が促進できる制度充実とその実効に向けた活動です。「公共建築物

等における木材の利用の促進に関する法律」が平成 22 年 10 月に施行されました。

このような制度は木材業界が永年切望してきたものでその実現のための活動強化に

取り組みました。また、制度運用による実効性確保に向けて、国、地方公共団体、

建築・設計関係者等との連携、要請活動の強化、JAS 製品・乾燥材供給拡大などの

活動を実施しました。 

 

第三に、木材産業の経営安定に対応するための活動です。平成 22 年 9 月の「円高等

に対する緊急的対応」、同年 11 月の「景気・雇用動向を踏まえた機動的対応」とし

て補正予算等において、木材産業関連対策が盛込まれるよう活動し、地域活性化 
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